別記様式第5号（第6条関係）


年　　月　　日
北見市教育委員会　様
住所
申請者　団体名
氏名（代表者）　　　　　　　　　
電話　　（　　）
次の理由により使用料金の減免を申請します。
	使用目的
	
	減額率

	使用工房・日時(期間)
	
	

	減免区分
（規則別表第2の区分）
該当区分を丸で囲んでください
	1(1)
	市内の幼稚園から中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等専修学校の活動
	50%

	
	1(2)
	市内の保育所等、認定こども園の活動
	50%

	
	1(3)
	市内の保育事業施設、認可外保育施設の活動
	50%

	
	2(1)
	市内の高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等学校に準ずる）、大学、専修学校、各種学校が主催する競技会等
	30%

	
	2(2)
	道立北見高等技術専門学院が主催する競技会等
	30%

	
	3
	高文連又はこれに類する団体が主催する競技会等
	30%

	
	4
	市内の幼稚園から中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等専修学校の生徒等の文化活動
	50%

	
	5
	市内の大学、専修学校、各種学校、道立北見高等技術専門学院の学生等の文化活動
	30%

	
	6
	市内の社会教育関係団体
	30%

	
	7(1)
	市内の養護老人ホーム等の行事
	50%

	
	7(2)
	市内の介護老人保健施設の行事
	50%

	
	7(3)
	市内の児童福祉施設の行事
	50%

	
	7(4)
	市内の障害者支援施設の行事
	50%

	
	8
	身体者障害者手帳等を有する者及びその関係者団体
	50%

	
	9
	1から8のほか委員会が特に必要と認めるもの
	別途

	減免の理由
	

	備考
	・会費（月額・年額・他）　　　　　　　　円
・指導者　　有（会員・外部）・　無


〔注　意〕
１　減免区分２・３・４・５・６・７・８・９で申請するときは、団体名簿、規約、事業計画書を添付してください。ただし、使用日の属する年度において既に北見市の他の文化施設で減免承認を受けている団体が別の施設に申請するときは、添付書類は必要ありません。
２　この申請書及び添付書類に記載された個人情報は、陶芸工房の使用に関すること以外に使用することはありません。ただし、北見市の他の文化施設で新たに減免申請をするときは、施設間で団体の状況等を照会することがありますのでご了承ください。
